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(57)【要約】
【課題】　複数の可動部で運転姿勢を調整する車両用電
動シートにおいて、電源部の大型化及び製造原価上昇を
抑制しつつ、目標姿勢に調整完了するまでの作動時間を
短縮する。
【解決手段】　最大作動時間となった電動モータ（最大
作動時間モータ）を最初に起動する。これにより、電源
部１１の電流容量を超えない範囲で、最大作動時間モー
タ以外の他の電動モータ１Ａ等を最大作動時間モータと
同時に作動させた場合、複数の電動モータ１Ａ等を同時
に作動させる時間を長くすることが可能となるので、作
動完了時間の短縮を図ることが可能となる。したがって
、電源部１１の大型化及び製造原価上昇を抑制しつつ、
作動完了時間を特許文献１に記載の発明より短縮するこ
とが可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両を運転操作する乗員の姿勢を保持するとともに、その姿勢を変更するための複数の
姿勢調整部を有し、かつ、前記複数の姿勢調整部各々を駆動するための複数の電動モータ
を備える車両用電動シートであって、
　前記複数の電動モータに電力を供給する電源部と、
　前記電動モータ各々の突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度が記憶される記憶部
と、
　前記複数の姿勢調整部各々の現在の状態を検出する状態検出手段と、
　目標とする姿勢を読み込む読込手段と、
　前記記憶部に記憶されている突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度、前記読込手
段により読み込まれた目標姿勢状態、並びに前記状態検出手段により検出された現在の状
態に基づいて、突入時間も含めた前記現在の状態を前記目標姿勢状態とするために必要な
作動時間を、前記電動モータ毎に求める作動時間算出手段と、
　前記複数の電動モータの作動を制御するとともに、前記作動時間算出手段により求めら
れた作動時間のうち最大作動時間となった前記電動モータを最初に作動させる制御部と
　を備えることを特徴とする車両用電動シート。
【請求項２】
　前記電動モータ毎に、突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度を検出する突入電流
等検出手段と、
　前記突入電流等検出手段の検出結果を前記記憶部に記憶させる書込手段と
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の車両用電動シート。
【請求項３】
　前記電動モータ毎に、突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度を検出する突入電流
等検出手段と、
　乗員が着座しているか否かを検出する着座検出手段と、
　乗員が着座している場合の前記突入電流等検出手段の検出結果であるか、又は乗員が着
座していない場合の前記突入電流等検出手段の検出結果であるかを識別可能として前記記
憶部に記憶させる書込手段とを備え、
　前記作動時間算出手段は、前記着座検出手段の検出結果に応じた突入電流、突入時間、
作動電流及び作動速度を前記記憶部から読み込んで前記作動時間を求めることを特徴とす
る請求項１に記載の車両用電動シート。
【請求項４】
　目標とする姿勢が記憶されたポジションメモリを備えており、
　前記読込手段は、前記ポジションメモリに記憶された姿勢を前記目標姿勢状態として読
み込むことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の車両用電動シート。
【請求項５】
　前記読込手段は、無線通信を介して乗員が携帯している記憶装置に記憶された姿勢を前
記目標姿勢状態として読み込むことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載
の車両用電動シート。
【請求項６】
　車両を運転操作する乗員の姿勢を保持するとともに、その姿勢を変更するための複数の
姿勢調整部を有し、かつ、前記複数の姿勢調整部各々を駆動するための複数の電動モータ
を備える車両用電動シートであって、
　前記複数の電動モータに電力を供給する電源部と、
　前記複数の姿勢調整部各々の現在の状態を検出する状態検出手段と、
　目標とする姿勢を読み込む読込手段と、
　前記複数の電動モータの作動を制御するとともに、前記複数の姿勢調整部のうち最も調
整幅が大きい姿勢調整部を駆動する前記電動モータを最初に作動させる制御部と
　を備えることを特徴とする車両用電動シート。



(3) JP 2010-18152 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗員の姿勢を保持するとともに、その姿勢を変更するための複数の姿勢調整
部を有し、かつ、それら複数の姿勢調整部各々を駆動するための複数の電動モータを備え
る車両用電動シートに関するものである。
【０００２】
　なお、姿勢調整部としては、例えば、シート全体を前後方向させるためのスライド調整
部、シートバックの傾斜角度を変更するためのリクライニング調整部、シート全体を上下
動させるためのリフター調整部、及び座部前方側のみを上下動させるためのバーチカル調
整部等がある。
【背景技術】
【０００３】
　通常、電動モータに電圧を印加して電動モータを起動（始動）させると、図１２（ａ）
及び図１２（ｂ）に示すように、電圧を印加した直後においては、電動モータが定常状態
となって電流が安定したときの電流（以下、この電流を作動電流という。）より大きな電
流（以下、この電流を突入電流又は始動電流という。）が流れる。因みに、突入電流値は
、電動モータや負荷状態によっても異なるが、概ね作動電流の５～７倍程度の大きさとな
る。
【０００４】
　このため、複数の電動モータの作動を制御する際に、複数の電動モータを同時に起動す
ると、複数の電動モータに電力を供給する電源部に、非常に大きな電流を必要とし、電源
事情によっては必要な電流容量が確保できず、作動できない可能性がある。
【０００５】
　そこで、特許文献１に記載の発明では、各電動モータの起動タイミングをずらして順次
起動することにより、突入電流が発生する時間（以下、この時間を突入時間という。）が
重ならないようにしている。
【特許文献１】特開２００２－３４４６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１に記載の発明を、上記の車両用電動シートに適用すると、全ての
姿勢調整部の設定が完了するまでに要する時間（以下、この時間を作動完了時間という。
）が長くなってしまうおそれが高い。
【０００７】
　すなわち、各電動モータを作動させて各調整部を各々の目標位置に設定する場合、各電
動モータの作動時間は、当然ながら目標位置によって異なる。
　このため、例えば、最後に起動される電動モータ（以下、この電動モータを最終起動モ
ータという。）の作動時間を長くせざるを得ない場合には、最終起動モータの作動時間が
長いにも拘わらず、最終起動モータ以外の他の電動モータの突入時間が経過した後、又は
他の電動モータが停止した後でなければ、最終起動モータを起動させることができないの
で、作動完了時間が長くなってしまうおそれが高い。
【０００８】
　これに対しては、電源部の容量を十分に大きくして、複数の電動モータを全て同時に起
動可能とすれば解決することができるものの、この解決手法では、電源部の大型化及び製
造原価上昇を招いてしまう。
【０００９】
　本発明は、上記点に鑑み、電源部の大型化及び製造原価上昇を抑制しつつ、作動完了時
間の短縮を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明は、上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、車両を運転操作す
る乗員の姿勢を保持するとともに、その姿勢を変更するための複数の姿勢調整部（１、３
、５、７）を有し、かつ、複数の姿勢調整部（１、３、５、７）各々を駆動するための複
数の電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）を備える車両用電動シートであって、複数の
電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）に電力を供給する電源部（１１）と、電動モータ
（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）各々の突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度が記憶さ
れる記憶部（１３）と、複数の姿勢調整部（１、３、５、７）各々の現在の状態を検出す
る状態検出手段（１Ｃ、３Ｃ、５Ｃ、７Ｃ）と、目標とする姿勢を読み込む読込手段（Ｓ
５）と、記憶部（１３）に記憶されている突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度、
読込手段（Ｓ５）により読み込まれた目標姿勢状態、並びに状態検出手段（１Ｃ、３Ｃ、
５Ｃ、７Ｃ）により検出された現在の状態に基づいて、突入時間も含めた現在の状態を目
標姿勢状態とするために必要な作動時間を、電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）毎に
求める作動時間算出手段（Ｓ７）と、複数の電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）の作
動を制御するとともに、作動時間算出手段（Ｓ７）により求められた作動時間のうち最大
作動時間となった電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）を最初に作動させる制御部（９
）とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　これにより、請求項１に記載の発明では、最大作動時間となった電動モータ（以下、こ
の電動モータを最大作動時間モータという。）を最初に起動するので、電源部（１１）の
電流容量を超えない範囲で、最大作動時間モータ以外の他の電動モータを最大作動時間モ
ータと同時に作動させた場合、複数の電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）を同時に作
動させる時間を長くすることが可能となり、作動完了時間の短縮を図ることが可能となる
。
【００１２】
　具体的には、例えば、３機の電動モータが設けられ、第１電動モータの作動時間をＴ１
、第２電動モータの作動時間をＴ２、第３電動モータの作動時間をＴ３とし、各電動モー
タの突入時間ｔ及び作動電流ｉは全て同じであって、かつ、Ｔ１＜Ｔ２＜Ｔ３、（Ｔ１＋
Ｔ２）＜Ｔ３、電源部の電流容量を２機分（＝２ｉ）とした場合（図１３（ａ）参照）、
請求項１に記載の発明では、作動完了時間をＴ３とすることが可能となるのに対して、特
許文献１に記載の発明において、第１電動モータ、第２電動モータ、第３電動モータの順
で電動モータが起動すると、作動完了時間はＴ１＋Ｔ３となる。
【００１３】
　すなわち、請求項１に記載の発明では、図１３（ｂ）に示すように、第３電動モータと
第１電動モータとを同時に作動させた後、第１電動モータの停止後、第３電動モータと第
２電動モータとを同時に作動させることができるので、作動完了時間はＴ３となる。
【００１４】
　一方、特許文献１に記載の発明では、図１３（ｃ）に示すように、第１電動モータの起
動後、突入時間が経過した後に第２電動モータが起動され、第１電動モータが停止した後
に第３電動モータが起動されるので、作動完了時間はＴ１＋Ｔ３となる。
【００１５】
　このように、請求項１に記載の発明では、電源部（１１）の大型化及び製造原価上昇を
抑制しつつ、作動完了時間を特許文献１に記載の発明より短縮することが可能となる。
　なお、「最大作動時間モータを最初に起動する」とは、最大作動時間モータより先に起
動させる電動モータが無いという意味である。したがって、例えば、最大作動時間モータ
である第３電動モータを起動した後に第２電動モータを起動させる場合は勿論、第３電動
モータと第２電動モータとを同時に起動する場合も含まれる。
【００１６】
　ところで、電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）や姿勢調整部（１、３、５、７）の
経年変化により、突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度が変化するおそれがあるが
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、これらの値が変化すると、最大作動時間モータを正確に特定することができなくなるの
で、作動完了時間の短縮を図ることができなくなるおそれがある。
【００１７】
　これに対して、請求項２に記載の発明では、電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）毎
に、突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度を検出する突入電流等検出手段（Ｓ１９
）と、突入電流等検出手段（Ｓ１９）の検出結果を記憶部（１３）に記憶させる書込手段
（Ｓ２７）とを備えているので、突入電流等が経年変化により変化しても、最大作動時間
モータを正確に特定することができる。
【００１８】
　したがって、請求項２に記載の発明では、経年変化の影響を受けることなく、安定的に
作動完了時間を短縮することができる。
　また、突入電流等は、電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）の負荷、つまり、乗員が
着座しているか否によって変化するおそれが高い。
【００１９】
　これに対して、請求項３に記載の発明では、電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）毎
に、突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度を検出する突入電流等検出手段（Ｓ５９
）と、乗員が着座しているか否かを検出する着座検出手段（Ｓ６７）と、乗員が着座して
いる場合の突入電流等検出手段（Ｓ５９）の検出結果であるか、又は乗員が着座していな
い場合の突入電流等検出手段（Ｓ５９）の検出結果であるかを識別可能として記憶部（１
３）に記憶させる書込手段とを備え、作動時間算出手段（Ｓ４１）は、着座検出手段（Ｓ
３１）の検出結果に応じた突入電流、突入時間、作動電流及び作動速度を記憶部（１３）
から読み込んで作動時間を求めることを特徴としているので、乗員が着座しているか否の
影響を受けることなく、安定的に作動完了時間を短縮することができる。
【００２０】
　なお、請求項４に記載の発明では、目標とする姿勢が記憶されたポジションメモリ（１
３、ＲＯＭ）を備えており、読込手段（Ｓ５）は、ポジションメモリ（１３、ＲＯＭ）に
記憶された姿勢を目標姿勢状態として読み込むことを特徴とするものであり、請求項５に
記載の発明では、読込手段（Ｓ５）は、無線通信を介して乗員が携帯している記憶装置に
記憶された姿勢を目標姿勢状態として読み込むことを特徴とするものである。
【００２１】
　請求項６に記載の発明では、車両を運転操作する乗員の姿勢を保持するとともに、その
姿勢を変更するための複数の姿勢調整部（１、３、５、７）を有し、かつ、複数の姿勢調
整部（１、３、５、７）各々を駆動するための複数の電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７
Ａ）を備える車両用電動シートであって、複数の電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）
に電力を供給する電源部（１１）と、複数の姿勢調整部（１、３、５、７）各々の現在の
状態を検出する状態検出手段（１Ｃ、３Ｃ、５Ｃ、７Ｃ）と、目標とする姿勢を読み込む
読込手段（Ｓ５）と、複数の電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）の作動を制御すると
ともに、複数の姿勢調整部（１、３、５、７）のうち最も調整幅が大きい姿勢調整部を駆
動する電動モータ（１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ）を最初に作動させる制御部（９）とを備え
ることを特徴とする。
【００２２】
　これにより、請求項６に記載の発明では、最大作動時間を算出するための制御を廃止し
て、制御を簡素なロジックとしながら、電源部（１１）の大型化及び製造原価上昇を抑制
しつつ、作動完了時間を特許文献１に記載の発明より短縮することが可能となる。
【００２３】
　因みに、上記各手段等の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段等との
対応関係を示す一例であり、本発明は上記各手段等の括弧内の符号に示された具体的手段
に限定されるものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
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　本実施形態は、車両を運転操作する運転者が着座する運転者用のシートに、本発明に係
る電動シートを適用したものであり、以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　（第１実施形態）
　１．図面の説明
　図１は本実施形態に係る車両用電動シート（以下、シートと略す。）の概要を示すブロ
ック図であり、図２は本実施形態に係る調整部制御を示すフローチャートであり、図３（
ａ）～図３（ｄ）は駆動制御パターン例を示す図であり、図４は取得制御を示すフローチ
ャートであり、図５は従来の技術に係る駆動制御パターンを示す図である。
【００２５】
　２．本実施形態に係る電動シートの構成（図１参照）
　運転者用のシート（図示せず。）は、周知のごとく、運転者の運転姿勢を保持するため
の座部（図示せず）及びシートバック（背もたれ）等から構成されているとともに、その
運転姿勢を変更するために複数の姿勢調整部１、３、５、７が設けられている。
【００２６】
　なお、フロントバーチカル姿勢調整部１は、座部前方側のみを上下動させるためのもの
であり、リフター姿勢調整部３は、シート全体を上下動させるためのものであり、リクラ
イニング姿勢調整部５は、シートのシートバックの傾斜角度（リクライニング）を変更す
るためのものであり、スライド位置調整部７は、シート全体を車両前後方向にスライド（
平行移動）させるものである。
【００２７】
　そして、各姿勢調整部１、３、５、７は、電動モータ１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａにより駆
動され、かつ、これら電動モータ１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａ（以下、これらの電動モータを
総称するときは、電動モータ１Ａ等という。）の駆動用電力は、駆動回路１Ｂ、３Ｂ、５
Ｂ、７Ｂ（以下、これらの駆動回路を総称するときは、駆動回路１Ｂ等という。）を介し
て電源部１１から供給されている。
【００２８】
　また、駆動回路１Ｂ等の制御、つまり電動モータ１Ａ等の作動は電子制御装置（ＥＣＵ
）９により制御されており、この電子制御装置９は、ＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭ等からな
る周知のマイクロコンピュータにて構成されている。因みに、駆動回路１Ｂ等を制御する
ためのプログラムは、ＲＯＭに予め記憶されている。
【００２９】
　また、記憶部１３は、各電動モータ１Ａ、３Ａ、５Ａ、７Ａの突入電流、突入時間、作
動電流及び作動速度等が記憶されるメモリであり、この記憶部１３はフラッシュメモリ等
の電力供給が停止したときであっても記憶内容を保持することができる不揮発性記憶装置
にて構成されている。
【００３０】
　ここで、作動電流とは、「背景技術」の欄で説明したように、電動モータ１Ａ等が定常
状態となって電流が安定したときの電流をいい、突入電流とは、電動モータ１Ａ等に電圧
を印加した直後において流れる作動電流より大きな電流をいう。
【００３１】
　また、突入時間とは、突入電流が発生している時間をいい、作動速度とは、電動モータ
１Ａ等を作動電流にて駆動した場合における姿勢調整部１、３、５、７（以下、これらを
総称するときは、姿勢調整部１等という。）の作動（移動）速度をいう。
【００３２】
　なお、作動速度は、突入電流が流れている状態と定常状態とでは異なるが、その差は僅
かであるので、本実施形態では、作動電流にて電動モータ１Ａ等を駆動したときにおける
姿勢調整部１等の作動速度を作動速度としている。
【００３３】
　また、手動操作部１５は、運転者等の乗員からの指示操作を受け付けて電動モータ１Ａ
等（駆動姿勢調整部１、３、５、７）を作動させるためのスイッチ類であり、本実施形態
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では、この手動操作部１５によっても目標運転姿勢を設定することができる。
【００３４】
　ここで、目標運転姿勢とは、電動モータ１Ａ等を用いて各姿勢調整部１、３、５、７を
自動的に作動させる際に、各姿勢調整部１、３、５、７の作動目標値を決定するためシー
トの状態をいう。そして、本実施形態では、手動操作部１５を介して運転者等により設定
された目標運転姿勢は、電子制御装置９のＲＯＭ又は記憶部１３に記憶される。
【００３５】
　なお、ＲＯＭ等には、目標運転姿勢を示す初期値が予め（メーカ出荷時点で）記憶され
ており、運転者等により目標運転姿勢が設定された場合には、目標運転姿勢が乗員により
設定された姿勢に更新される。
【００３６】
　また、検出部１Ｃ、３Ｃ、５Ｃ、７Ｃは、各姿勢調整部１、３、５、７（各電動モータ
１Ａ等）の現在の状態を検出する状態検出手段であり、これら各検出部１Ｃ、３Ｃ、５Ｃ
、７Ｃ（以下、これらを総称するときは、検出部１Ｃ等という。）にて検出された姿勢調
整部１等の状態（位置）を示す信号は、電子制御装置９に入力される。
【００３７】
　なお、検出部１Ｃは、フロントバーチカル姿勢調整部１の状態を検出する手段であり、
検出部３Ｃは、リフター姿勢調整部３の状態を検出する手段であり、検出部５Ｃは、リク
ライニング姿勢調整部５の状態を検出する手段であり、検出部７Ｃは、スライド位置調整
部７の状態を検出する手段である。
【００３８】
　３．本実施形態に係るシートの特徴的な作動制御
　３．１．姿勢調整部の制御
　図２は姿勢調整部１等の制御作動（以下、この制御を調整部制御という。）を示すフロ
ーチャートであり、この調整部制御は、始動許可スイッチが投入された時に起動され、電
子制御装置９（ＣＰＵ）にて実行される。
【００３９】
　なお、始動許可スイッチとは、車載に搭載された電気機器に車載バッテリからの電力供
給を可能とするためのスイッチであり、例えばイグニッションスイッチやアクセサリスイ
ッチ等をいう。
【００４０】
　そして、調整部制御が起動されると、各電動モータ１Ａ等についての突入電流、突入時
間、作動電流及び作動速度（以下、これらの情報を突入電流等情報という。）が記憶部１
３から取得されるとともに（Ｓ１）、検出部１Ｃ等からの検出信号、つまり各電動モータ
１Ａ等の現在位置が取得される（Ｓ３）。
【００４１】
　次に、目標運転姿勢、つまり電動モータ１Ａ等の作動完了位置が電子制御装置９のＲＯ
Ｍ又は記憶部１３から取得された後（Ｓ５）、Ｓ１にて取得された突入電流等情報、Ｓ５
にて取得された目標運転姿勢、及びＳ３にて取得された現在の位置に基づいて、現在のシ
ート状態を目標運転姿勢とするために必要な作動時間（突入時間も含む。）が、各電動モ
ータ１Ａ等毎に算出される（Ｓ７）。
【００４２】
　なお、ＲＯＭ等には、前述したように、目標運転姿勢を示す初期値が予め記憶されてお
り、運転者等により目標運転姿勢が設定・更新されていない場合には、予め設定されてい
る初期値が目標運転姿勢として取得される。
【００４３】
　そして、必要な作動時間が各電動モータ１Ａ等毎に算出されると（Ｓ７）、少なくとも
、算出された作動時間のうち最大作動時間となった電動モータを最初に作動させるような
駆動制御パターンが決定された後（Ｓ９）、その決定された駆動制御パターンに従って各
電動モータ１Ａ等が駆動制御される（Ｓ１１）。
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【００４４】
　なお、駆動制御パターンとは、各電動モータ１Ａ等の駆動開始タイミング及び駆動終了
タイミングを示すチャート（図３（ａ）等参照）をいう。
　次に、各電動モータ１Ａ等の駆動が開始されると（Ｓ１１）、全ての電動モータ１Ａ等
について駆動が終了したか否かが判定され（Ｓ１３）、終了していないと判定された場合
には（Ｓ１３：ＮＯ）、待機状態となり、終了したと判定された場合には（Ｓ１３：ＹＥ
Ｓ）、本制御が終了する。
【００４５】
　３．２．突入電流等情報の取得制御
　突入電流等情報は、設計値が初期値として予め記憶部１３に記憶されているが、電動モ
ータ１Ａ等や姿勢調整部１等の経年変化により、突入電流等情報が変化するおそれがある
。
【００４６】
　そこで、本実施形態では、調整部制御が起動されると同時に、調整部制御と独立して作
動する情報取得制御を起動し、記憶部１３に記憶されている突入電流等情報を実際の測定
値に更新する。
【００４７】
　なお、図４は、突入電流等情報のうち突入電流を更新するための取得制御を示すフロー
チャートであり、以下、突入電流を更新する場合を例に取得制御を説明する。
　そして、図４に示す情報の取得制御が電子制御装置９（ＣＰＵ）にて起動されると、現
在、記憶部１３に記憶されている各電動モータ１Ａ等毎の突入電流が取得された後（Ｓ１
５）、その取得された突入電流が電子制御装置９のＲＡＭ等に保管される（Ｓ１７）。
【００４８】
　次に、駆動回路１Ｂ等から電動モータ１Ａ等に供給される電力に基づいて、各電動モー
タ１Ａ等毎の実際の突入電流が測定され（Ｓ１９）、Ｓ１９にて測定された突入電流（以
下、この電流を測定電流値という。）がＲＡＭに保管されている突入電流（以下、この電
流を保管値という。）より大きいか否かが各電動モータ１Ａ等毎に判定される（Ｓ２１）
。
【００４９】
　そして、測定電流値が保管値より大きいと判定された場合には（Ｓ２１：ＹＥＳ）、現
在の保管値が測定電流値に更新された後（Ｓ２３）、突入状態が終了したか否か、つまり
電動モータ１Ａ等が定常状態となって電流が安定したか否かが判定される（Ｓ２５）。
【００５０】
　因みに、本実施形態では、測定電流の変化率、つまり前回測定した測定電流値と今回測
定した測定電流値との差の絶対値が所定値以下となったときに、電流が安定して突入状態
が終了したものと判定している。
【００５１】
　そして、Ｓ２５にて突入状態が終了していないと判定された場合には（Ｓ２５：ＮＯ）
、Ｓ１９が再び実行され、一方、突入状態が終了したと判定された場合には（Ｓ２５：Ｙ
ＥＳ）、保管値を突入電流として記憶部１３に記憶し、突入電流を更新する（Ｓ２７）。
【００５２】
　このため、本実施形態では、次回、調整部制御が起動されたときには、更新された新し
い突入電流等情報が読み込まれて駆動制御パターンが決定される。
　４．本実施形態に係るシートの特徴
　本実施形態では、最大作動時間となった電動モータ（最大作動時間モータ）を最初に起
動するので、電源部１１の電流容量を超えない範囲で、最大作動時間モータ以外の他の電
動モータ１Ａ等を最大作動時間モータと同時に作動させた場合、複数の電動モータ１Ａ等
を同時に作動させる時間を長くすることが可能となり、作動完了時間の短縮を図ることが
可能となる。
【００５３】
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　すなわち、図５は従来の技術における駆動制御パターンを示しており、図３（ａ）～図
３（ｄ）は、本実施形態における駆動制御パターンを示している。これらの図から明らか
なように、本実施形態では、最大作動時間以内で全ての電動モータ１Ａ等の作動が完了し
ているのに対して、図５に示す従来の技術における駆動制御パターンでは、最大作動時間
以内で全ての電動モータ１Ａ等の作動を完了させることができない。
【００５４】
　以上のように、本実施形態では、電源部１１の大型化及び製造原価上昇を抑制しつつ、
作動完了時間を特許文献１に記載の発明より短縮することが可能となる。
　なお、「最大作動時間モータを最初に起動する」とは、最大作動時間モータより先に起
動させる電動モータが無いという意味である。したがって、図３（ａ）及び図３（ｄ）に
示すように、最大作動時間モータを起動した後に他の電動モータ１Ａ等を起動させる場合
は勿論、全ての電動モータ１Ａ等を同時に起動する場合も含まれる。
【００５５】
　また、本実施形態では、電動モータ１Ａ等（姿勢調整部１等）毎に、突入電流、突入時
間、作動電流及び作動速度を検出して、これら突入電流等情報を更新するので、突入電流
等情報が経年変化により変化しても、最大作動時間モータを正確に特定することができる
。
【００５６】
　したがって、本実施形態では、経年変化の影響を受けることなく、安定的に作動完了時
間を短縮することができる。
　５．発明特定事項と実施形態との対応関係
　本実施形態では、検出部１Ｃ等が特許請求の範囲に記載された状態検出手段に相当し、
Ｓ５が特許請求の範囲に記載された読込手段に相当し、Ｓ７が特許請求の範囲に記載され
た作動時間算出手段に相当し、電子制御装置９が特許請求の範囲に記載された制御部に相
当し、Ｓ１９が特許請求の範囲に記載された突入電流等検出手段に相当し、Ｓ２７が特許
請求の範囲に記載された書込手段に相当する。
【００５７】
　（第２実施形態）
　第１実施形態では、シートに運転者等が着座しているか否かを問わず、調整部制御を実
行したが、本実施形態は、シートに運転者等が着座しているか否かに応じて、参照すべき
突入電流等情報を選択して駆動制御パターンを算出するものである。
【００５８】
　このため、本実施形態に係る電動シートでは、図６に示すように、運転者等の乗員がシ
ートに着座しているか否かを判定するための乗員判定部１７が設けられているとともに、
乗員が着座している場合に用いる突入電流等情報及び乗員が着座していない場合に用いる
突入電流等情報が記憶部１３に予め記憶されている。
【００５９】
　なお、本実施形態に係る乗員判定部１７は、シートの座部等に設けられた圧力センサに
より、乗員がシートに着座しているか否かを判定しており、乗員判定部１７の出力信号は
電子制御装置９に入力されている。
【００６０】
　１．姿勢調整部の制御
　図７は本実施形態に係る調整部制御を示すフローチャートであり、この調整部制御が起
動されると、先ず、乗員判定部１７の出力信号に基づいて、乗員が着座しているか否かが
判定される（Ｓ３１）。
【００６１】
　そして、着座していると判定された場合には（Ｓ３１：ＹＥＳ）、乗員が着座している
場合に用いる突入電流等情報が記憶部１３から取得され（Ｓ３３）、一方、着座していな
いと判定された場合には（Ｓ３１：ＮＯ）、乗員が着座していない場合に用いる突入電流
等情報が記憶部１３から取得される（Ｓ３５）。
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【００６２】
　次に、検出部１Ｃ等からの検出信号（各電動モータ１Ａ等の現在位置）が取得されると
ともに（Ｓ３７）、目標運転姿勢（電動モータ１Ａ等の作動完了位置）が電子制御装置９
のＲＯＭ又は記憶部１３から取得された後（Ｓ３９）、Ｓ３３又はＳ３５にて取得された
突入電流等情報、Ｓ３９にて取得された目標運転姿勢、及びＳ３７にて取得された現在の
位置に基づいて、現在のシート状態を目標運転姿勢とするために必要な作動時間（突入時
間も含む。）が、各電動モータ１Ａ等毎に算出される（Ｓ４１）。
【００６３】
　そして、必要な作動時間が各電動モータ１Ａ等毎に算出されると（Ｓ４１）、少なくと
も、算出された作動時間のうち最大作動時間となった電動モータを最初に作動させるよう
な駆動制御パターンが決定された後（Ｓ４３）、その決定された駆動制御パターンに従っ
て各電動モータ１Ａ等が駆動制御される（Ｓ４５）。
【００６４】
　次に、各電動モータ１Ａ等の駆動が開始されると（Ｓ４５）、全ての電動モータ１Ａ等
について駆動が終了したか否かが判定され（Ｓ４７）、終了していないと判定された場合
には（Ｓ４７：ＮＯ）、待機状態となり、終了したと判定された場合には（Ｓ４７：ＹＥ
Ｓ）、本制御が終了する。
【００６５】
　２．突入電流等情報の取得制御
　本実施形態では、２種類の突入電流等情報は、設計値が初期値として予め記憶部１３に
記憶されている。そして、本実施形態も第１実施形態と同様に、調整部制御が起動される
と同時に、調整部制御と独立して作動する情報取得制御を起動し、記憶部１３に記憶され
ている突入電流等情報を実際の測定値に更新する。
【００６６】
　なお、図８は、突入電流等情報のうち突入電流を更新するための取得制御を示すフロー
チャートであり、以下、突入電流を更新する場合を例に本実施形態に係る取得制御を説明
する。
【００６７】
　そして、図８に示す情報の取得制御が電子制御装置９（ＣＰＵ）にて起動されると、先
ず、乗員判定部１７の出力信号に基づいて、乗員が着座しているか否かが判定される（Ｓ
５１）。
【００６８】
　次に、着座していると判定された場合には（Ｓ５１：ＹＥＳ）、乗員が着座している場
合に用いる突入電流が記憶部１３から取得され（Ｓ５３）、一方、着座していないと判定
された場合には（Ｓ５１：ＮＯ）、乗員が着座していない場合に用いる突入電流が記憶部
１３から取得される（Ｓ５５）。
【００６９】
　そして、Ｓ５３又はＳ５５にて取得された突入電流が電子制御装置９のＲＡＭ等に保管
された後（Ｓ５７）、駆動回路１Ｂ等から電動モータ１Ａ等に供給される電力に基づいて
、各電動モータ１Ａ等毎の実際の突入電流が測定される（Ｓ５９）。
【００７０】
　次に、Ｓ５９にて測定された測定電流値が保管値より大きいか否かが各電動モータ１Ａ
等毎に判定され（Ｓ６１）、測定電流値が保管値より大きいと判定された場合には（Ｓ６
１：ＹＥＳ）、現在の保管値が測定電流値に更新された後（Ｓ６３）、突入状態が終了し
たか否か、つまり電動モータ１Ａ等が定常状態となって電流が安定したか否かが判定され
る（Ｓ６５）。
【００７１】
　そして、Ｓ６５にて突入状態が終了していないと判定された場合には（Ｓ６５：ＮＯ）
、Ｓ５９が再び実行され、一方、突入状態が終了したと判定された場合には（Ｓ６５：Ｙ
ＥＳ）、乗員が着座しているか否かが判定される（Ｓ６７）。
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【００７２】
　このとき、乗員が着座していると判定された場合には（Ｓ６７：ＹＥＳ）、乗員が着座
しているときの突入電流であることを識別可能な状態として保管値を記憶部１３に記憶・
更新する（Ｓ６９）。
【００７３】
　一方、乗員が着座していないと判定された場合には（Ｓ６７：ＮＯ）、乗員が着座して
いないときの突入電流であることを識別可能な状態として保管値を記憶部１３に記憶・更
新する（Ｓ７１）。
【００７４】
　なお、本実施形態では、乗員が着座しているときの突入電流を記憶する領域と乗員が着
座していないときの突入電流を記憶する領域とを異なる領域とすることで、いずれの状態
の突入電流であるかを識別可能としている。
【００７５】
　３．本実施形態に係るシートの特徴
　突入電流等情報は、電動モータ１Ａ等の負荷、つまり、乗員が着座しているか否によっ
て変化するおそれが高い。
【００７６】
　しかし、本実施形態では、シートに乗員が着座しているか否かに応じて、参照すべき突
入電流等情報を選択して駆動制御パターンを算出するので、乗員が着座しているか否の影
響を受けることなく、安定的に作動完了時間を短縮することができる。
【００７７】
　４．発明特定事項と実施形態との対応関係
　本実施形態では、Ｓ３９が特許請求の範囲に記載された読込手段に相当し、Ｓ４１が特
許請求の範囲に記載された作動時間算出手段に相当し、Ｓ５９が特許請求の範囲に記載さ
れた突入電流等検出手段に相当し、Ｓ６９及びＳ７１が特許請求の範囲に記載された書込
手段に相当する。
【００７８】
　（第３実施形態）
　上述の実施形態では、記憶部１３や電子制御装置９のＲＡＭ等のように、車両に搭載さ
れた記憶手段に目標運転姿勢、つまり電動モータ１Ａ等の作動完了位置が記憶されていた
が、本実施形態は、図９に示すように、無線通信を介して運転者等の乗員が携帯している
記憶装置１９Ｂに記憶された目標運転姿勢を読み込むことにより、現在のシート状態を目
標運転姿勢とするために必要な作動時間を算出するものである。
【００７９】
　なお、記憶装置１９Ｂとは、例えば、車両のドア等を施錠・解除を無線通信にて実行す
る機能、又は車両エンジンの始動・イグニッションスイッチの投入等を無線通信にて実行
する機能を有する遠隔操作装置に内蔵された携帯型の記憶装置、携帯電話、ＩＣカードに
内蔵された記憶装置等をいう。
【００８０】
　このため、電子制御装置９には、記憶装置１９Ｂとの間で無線通信を行うための無線通
信装置１９Ａが接続されている。
　なお、図１０に示す制御は、本実施形態における調整部制御又は取得制御時において実
行される目標運転姿勢の取得作動、つまり図２のＳ５（図２参照）や図７のＳ３９等に相
当する作動の詳細を示すフローチャートである。
【００８１】
　そして、図１０に示すように、本実施形態における調整部制御又は取得制御時において
目標運転姿勢の取得作動が実行されると、無線通信可能な記憶装置１９Ｂ（携帯機）が探
索され（Ｓ７３）、無線通信可能な記憶装置１９Ｂ（携帯機）が発見されて無線通信が成
立すると（Ｓ７３：ＹＥＳ）、その無線通信が成立した記憶装置１９Ｂ（携帯機）から突
入電流等情報が取得される（Ｓ７５）。
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【００８２】
　（第４実施形態）
　上述の実施形態では、各電動モータ１Ａ等毎に必要な作動時間を算出し、その算出され
た作動時間のうち最大作動時間となった電動モータを最初に作動させるような駆動制御パ
ターンを演算したが、本実施形態は、姿勢調整部１等のうち最も調整幅が大きい姿勢調整
部を駆動する電動モータを最初に作動させる駆動制御パターンを演算し、その演算決定さ
れた駆動制御パターンに従って、各電動モータ１Ａ等を駆動制御するものである。
【００８３】
　１．調整部制御
　図１１は本実施形態に係る調整部制御を示すフローチャートであり、この調整部制御が
起動されると、先ず、検出部１Ｃ等からの検出信号、つまり各電動モータ１Ａ等の現在位
置が取得される（Ｓ８１）。
【００８４】
　次に、目標運転姿勢（電動モータ１Ａ等の作動完了位置）が電子制御装置９のＲＯＭや
記憶部１３又は記憶装置１９Ｂから取得された後（Ｓ８３）、Ｓ８３にて取得された目標
運転姿勢、及びＳ８１にて取得された現在の位置に基づいて、現在のシート状態を目標運
転姿勢とするために移動量が各電動モータ１Ａ等毎に算出される（Ｓ８５）。
【００８５】
　そして、必要な移動量が各電動モータ１Ａ等毎に算出されると（Ｓ８５）、姿勢調整部
１等のうち最も調整幅の大きい電動モータを最初に作動させる駆動制御パターンが決定さ
れた後（Ｓ８７）、その決定された駆動制御パターンに従って各電動モータ１Ａ等が駆動
制御される（Ｓ８９）。
【００８６】
　ここで、「最も調整幅が大きい姿勢調整部」とは、調整可能な範囲が最も大きい姿勢調
整部を意味しており、通常、前後方向の調整幅が最も大きいので、本実施形態では、スラ
イド位置調整部７用の電動モータ７Ａが最初に駆動される駆動制御パターンが決定される
。
【００８７】
　次に、各電動モータ１Ａ等の駆動が開始されると（Ｓ８９）、全ての電動モータ１Ａ等
について駆動が終了したか否かが判定され（Ｓ９１）、終了していないと判定された場合
には（Ｓ９１：ＮＯ）、待機状態となり、終了したと判定された場合には（Ｓ９１：ＹＥ
Ｓ）、本制御が終了する。
【００８８】
　２．本実施形態に係るシートの特徴
　姿勢調整部１等の調整幅、つまり調整可能な範囲は、姿勢調整部１等の構造によって決
定する固定値であり、図３（ａ）～図３（ｄ）に示すように、多くの場合は、最も調整幅
が大きい姿勢調整部の作動時間が最も長くなる。
【００８９】
　そこで、本実施形態では、姿勢調整部１等のうち最も調整幅が大きい姿勢調整部を駆動
する電動モータを最初に作動させることで、最大作動時間を算出するための制御ステップ
を廃止して、調整部制御を簡素なロジックとしながら、電源部１１の大型化及び製造原価
上昇を抑制しつつ、作動完了時間を特許文献１に記載の発明より短縮することが可能とし
ている。
【００９０】
　（その他の実施形態）
　上述の実施形態では、突入電流等情報等を常に更新したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、取得制御を実行しない、又は突入電流等情報を実際に測定した後、その測
定値と既に記憶部１３に記憶されている突入電流等情報とが相違している場合には、記憶
部１３に記憶されている突入電流等情報を実際の測定値に更新するような取得制御として
もよい。
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　ところで、作動時間が決定すると、これに対応する姿勢調整部１等の移動量（具体的な
調整幅）が一義的に決定するので、姿勢調整部１等の移動量（具体的な調整幅）が最も大
きい電動モータ１Ａ等が最大作動時間モータとなる。
【００９２】
　したがって、第１及び第２実施形態では、直接的に作動時間を演算し、この演算された
作動時間に基づいて駆動制御パターンを決定したが、本発明はこれに限られるものではな
く、姿勢調整部１等の移動量を演算することにより、間接的に最大作動時間モータを特定
し、姿勢調整部１等の移動量に基づいて駆動制御パターンを決定しても第１、２実施形態
と同様な効果を得ることができる。
【００９３】
　上述の実施形態では、運転者用の電動シートに本発明を適用したが、本発明の適用はこ
れに限定されるものではない。
　また、本発明は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであればよく
、上述の実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る車両用電動シートの概要を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る調整部制御を示すフローチャートである。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、本発明の第１実施形態に係る駆動制御パターン例を示す図で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態に係る取得制御を示すフローチャートである。
【図５】従来の技術に係る駆動制御パターン例を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る車両用電動シートの概要を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る調整部制御を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第２実施形態に係る取得制御を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第３実施形態に係る車両用電動シートの概要を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第３実施形態における調整部制御又は取得制御時において実行される
目標位置の取得作動を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第４実施形態に係る調整部制御を示すフローチャートである。
【図１２】（ａ）は時間と印加電圧との関係を示すタイムチャートであり、（ｂ）は時間
と電流との関係を示すタイムチャートである。
【図１３】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、本願発明の効果を説明するための図である。
【符号の説明】
【００９５】
　１…フロントバーチカル姿勢調整部、１…姿勢調整部、１Ｂ…駆動回路、
　１Ｃ…検出部、３…リフター姿勢調整部、３Ｃ…検出部、
　５…リクライニング姿勢調整部、５Ｃ…検出部、７…スライド位置調整部、
　７Ａ…電動モータ、７Ｃ…検出部、９…電子制御装置、１１…電源部、
　１３…記憶部、１５…手動操作部、１７…乗員判定部、１９Ａ…無線通信装置、
　１９Ｂ…記憶装置。
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